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株式会社ＲＶＨ

「主要な拠点」、「主要な借入先の状況」、「業務の適正を確保するための
体制及び当該体制の運用状況」、「連結株主資本等変動計算書」、「連結注
記表」、「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法
令及び当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（http://rvh.jp）に掲載することにより株主の皆様に提供しております。



主要な拠点（平成30年３月31日現在）
当社 本社（東京都港区）

株式会社ミュゼプラチナム

本社（東京都渋谷区）

ミュゼプラチナム　170店舗（41都道府県）
北海道地区　 9店舗　　　東北地区　　16店舗
関東地区　　75店舗　　　中部地区　　22店舗
近畿地区　　23店舗　　　中国地区　　 6店舗
四国地区　　 4店舗　　　九州地区　　15店舗

コロリー　60店舗（25都道府県）
北海道地区　 5店舗　　　東北地区　　 3店舗
関東地区　　26店舗　　　中部地区　　 5店舗
近畿地区　　 9店舗　　　中国地区　　 1店舗
四国地区　　 1店舗　　　九州地区　　10店舗

マキア　45店舗（27都道府県）
北海道地区　 2店舗　　　東北地区　　 6店舗
関東地区　　17店舗　　　中部地方　　 6店舗
近畿地区　　 7店舗　　　中国地方　　 1店舗
四国地区　　 2店舗　　　九州地区　　 4店舗

株式会社不二ビューティ

本社（東京都渋谷区）
たかの友梨ビューティクリニック　91店舗（24都道府県）
東北地区　　 1店舗　　　関東地区　　57店舗
中部地区　　 6店舗　　　近畿地区　　17店舗
中国地区　　 4店舗　　　四国地区　　 2店舗
九州地区　　 4店舗

株式会社エカテリーナ 本社（東京都渋谷区）

株式会社ラブリークィーン 本社（岐阜県岐阜市）
直営店　3店舗（関東地区 1店舗、中部地区 2店舗）

株式会社リーガルビジョン 本社（東京都渋谷区）、大阪支店（大阪市西区）

株式会社キャリアエージェンシー 本社（東京都渋谷区）

株式会社東京ハウスパートナー 本社（東京都渋谷区）

Ｋ２Ｄ株式会社 本社（東京都港区）

株式会社スカイリンク 本社（東京都渋谷区）

株式会社リアルビジョン 本社（東京都港区）

株式会社ソアーシステム 本社（東京都新宿区）

株式会社上武 本社（東京都新宿区）、大阪支店（大阪市中央区）
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主要な借入先の状況（平成30年３月31日現在）
（単位：百万円）

借入先 借入金残高

西武信用金庫 420

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 105

株式会社三井住友銀行 70

（注）平成30年４月１日付で、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行に商号変更しており
ます。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりであ
ります。
①　取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　1）法令・定款及び社会倫理を遵守した行動をとるための「企業行動規範」ほかコンプライアン

ス体制に係る各種社内規程等を整備し、取締役及び従業員はこれを遵守する。
　2）法令上疑義のある行為等について、従業員等が直接情報提供を行う手段として内部通報規程

を定め、コンプライアンスの実効性を高める。
　3）重要な法的課題やコンプライアンスに関する事項等で業務執行上疑義が生じた場合は、顧問

弁護士、会計監査人等の外部アドバイザーへ相談し、助言を求める。
　4）代表取締役直轄の内部監査室を設置し、取締役及び従業員による職務執行及びコンプライア

ンスの状況等について定期的に内部監査を実施の上、その有効性を評価し、必要な是正を行う
とともに、管理部門と連携の上、必要に応じて社内教育・研修を実施する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、法令･社内規程に基づき、文書等作成、保存及び管理を行う。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　1）コンプライアンス、個人情報、品質、情報セキュリティ等に係るリスクに対処するため、リ

スク管理規程を制定するとともに、各部門においてガイドラインやマニュアルの作成・配布、
研修の実施等を行うものとし、組織横断的リスクについてはリスク管理委員会において状況把
握、管理を行う。

　2）戦略意思決定等経営の重要事項の決定に伴うリスクについては、取締役会において管理を行
う。

　3）不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を中心に、必要に応じ顧問弁護士、会計監
査人等の外部アドバイザーと連携し、損害の拡大を防止しこれを最小限にとどめるよう努力す
る。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　1）法令に定められた事項のほか、経営の基本方針、年次予算その他重要事項等の決定、全社的

な経営目標の策定及び業務執行の監督を行うため、月１回の定時取締役会のほか、必要に応じ
て臨時取締役会を適宜開催する。

　2）職務権限規程、業務分掌規程等の社内規程に基づき、職務執行の範囲及び責任権限を明確に
し、効率的に職務を遂行する。

　3）事業環境の分析、利益計画の進捗状況管理等、子会社における日常業務執行上の課題を討議
するため、当社取締役、監査役及び子会社取締役のほか、適宜該当する部署の部長も出席する
定例会議において経営数値その他重要な情報に関する経営報告を義務付け、必要に応じて当社
取締役が助言と指導を行う。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　子会社の取締役もしくは監査役を当社取締役から派遣し、子会社の職務執行の監視・監督を行
うと同時に、企業集団全体としての方針及び職務執行の法令遵守を徹底させる。
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⑥　監査役がその補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
　監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合においては、当社の従業員を任
命する。また、業務遂行上必要な場合、監査役の職務を補助する従業員が取締役から独立して業
務を行うよう指示できる体制を整える。

⑦　前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項
　前号の従業員については、取締役からの独立性を確保するために、任命、解任、人事異動につ
いては監査役会の同意を必要とする。

⑧　取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
　1）取締役または従業員は、法定の事項に加え、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実があ

ることを発見したときは、直ちに監査役会に報告する。
　2）監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役及び従業員から職務遂行状況の報告

を求めることができる。
　3）内部監査室は、監査役会と密接な連携を保持し、内部監査の結果を監査役会に定期的に報告

する。
　4）監査役会へ報告を行った取締役及び従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利

益な取扱いをすることを禁止する。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役は、全取締役と取締役会その他定例会議等を通じ、情報の共有及び意見交換を行うとと
もに、会計監査人より定期的に会計監査内容について説明を受け、効果的な監査業務の遂行を図
る。監査役の職務執行に関して生じる費用については会社で負担するものとし、所定の手続きに
より速やかに処理するものとする。
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　当事業年度における当該体制の運用状況の概要は次のとおりであります。
①　コンプライアンスに関する取組みの状況

　当社は、従業員に対し社内研修や会議体を通じてコンプライアンスに関する教育を実施するこ
とで、法令及び定款を遵守するための取組みを継続的に行っております。また、当社は「内部通
報取扱規程」を制定し、社内から独立した外部弁護士事務所を内部通報窓口とするコンプライア
ンスホットラインを設け、問題の早期発見に努めております。なお、当事業年度において発生し
た内部通報案件はありません。
　また、内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査室において、内部監査計画に基づ
き実施しております。

②　損失の危険の管理に関する取組みの状況
　当社は、リスクの軽減、予防の推進及び迅速な対処のため、「リスク管理規程」を制定し、リ
スク管理体制の強化を推進しております。また、グループ主要各社のリスク管理担当者と会議等
を通して個別事象及びリスク管理状況について情報共有を行っております。

③　取締役の業務執行の適正及び効率性の確保に関する取組みの状況
　当社の取締役会は、社外取締役２名を含む取締役５名で構成され、監査役３名（いずれも社外
監査役）も出席しております。「取締役会規程」に基づき原則として毎月１回の定時取締役会を
開催するほか、重要な事項に関しては適宜臨時取締役会を開催し、各議案についての審議、業務
執行状況等の監督を行っております。取締役会の運営にあたっては、経営上の重要な事項に関し
て、その分野の専門家等にアドバイスを求めるほか、活発な意見交換がなされており、意思決定
及び監督の実効性は確保されております。

④　当社グループにおける業務の適正の確保に関する取組みの状況
　当社グループでは、毎月、関係会社定例会議を開催しており、各子会社役員から月次業績や経
営計画の進捗状況及び業務執行状況等についての報告を受け、質疑応答を行って情報の共有化を
図るなど、子会社の経営管理体制の構築に努めております。また、グループ主要各社の取締役も
しくは監査役を当社取締役から派遣し、子会社の職務執行の監視・監督を行うと同時に、企業集
団全体としての方針及び職務執行の法令遵守の徹底に努めております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成29年 4 月 1 日から
平成30年 3 月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 1,678 6,593 2,428 △5 10,695

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

株 式 交 換 に よ る 増 加 1,206 103 1,309

欠 損 填 補 △283 283 －
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 317 317

自 己 株 式 の 取 得 △98 △98
株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 の 変 動 額(純 額)

当連結会計年度変動額合計 － 922 601 4 1,528

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,678 7,516 3,029 △0 12,224

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計その他有価証券

評価差額金
その他の包括利益累計額

合計
当連結会計年度期首残高 7 7 10,703

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

株 式 交 換 に よ る 増 加 1,309

欠 損 填 補 －
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 317

自 己 株 式 の 取 得 △98
株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 の 変 動 額(純 額) △7 △7 △7

当連結会計年度変動額合計 △7 △7 1,521

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 0 0 12,225
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連結注記表
（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項

⑴　連結子会社の数……………………12社
主要な連結子会社の名称…………株式会社ミュゼプラチナム

株式会社不二ビューティ
株式会社ラブリークィーン
株式会社リーガルビジョン
Ｋ２Ｄ株式会社
株式会社スカイリンク
他、連結子会社６社

株式会社ラブリークィーンは、平成30年２月13日付株式交換に伴い子会社化し、平成30年３月31
日付（みなし取得日）で、連結の範囲に含めております。

⑵　主要な非連結子会社の名称等……株式会社Ｍポイント
他、非連結子会社６社

（連結の範囲より除いた理由）
非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社（株式会社Ｍポイント、他６社）は、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が
軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除いております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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４．会計方針に関する事項
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
時価のないもの………移動平均法による原価法

⑵　たな卸資産の評価基準及び評価方法
①　商品及び製品　………最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）及び総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

②　仕掛品　………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法により算定）及び個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法により算定）

③　原材料及び貯蔵品　…最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法により算定）及び総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

⑶　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産………定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び
構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物  2 ～47年
機械装置及び運搬具  2 ～15年
工具器具及び備品  2 ～45年

また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用して
おります。

②　無形固定資産
ソフトウェア　……市場販売目的のソフトウェアについては、販売可能な有効期間（３年）に基づく

定額法、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(２～
５年)に基づく定額法によっております。

⑷　重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金…………………………売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可
能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。

②　賞与引当金…………………………従業員の賞与の支払いに備えるため、当連結会計年度に負担すべ
き支給見込額を計上しております。

③　ポイント引当金……………………時効チケットの未使用分について収益を計上したものに対する将
来の使用に備えるため、並びに発行済みポイントの未使用分に対
する将来の使用に備えるため、過去の実績に基づく使用見込額を
計上しております。

④　返品調整引当金……………………期末日に予想される売上返品による損失に備えるため、過去の返
品率等を勘案し、将来の返品に伴う損失予想額を計上しておりま
す。

⑸　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。
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⑹　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
①　退職給付に係る負債の計上基準…当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付

費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

②　消費税等の会計処理………………消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除
対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処
理しております。

③　連結納税制度の適用………………連結納税制度を適用しております。

⑺　のれんの償却に関する事項
のれん償却については、その効果の発現する期間を個別に見積り、償却期間を決定した上で、５～20年

の年数で定額法により償却しております。

（会計方針の変更に関する注記）
該当事項はありません。

（表示方法の変更に関する注記）
該当事項はありません。

（連結貸借対照表に関する注記）
有形固定資産の減価償却累計額 7,025 百万円

（担保資産及び担保付債務）
担保に供している資産は次のとおりであります。

売掛金 4,698 百万円
建物 472
土地 2,059

計 7,230

担保付債務は次のとおりであります。
短期借入金 250 百万円
１年内返済予定長期借入金 60
長期借入金 45

計 355

なお、連結子会社は、銀行取引に係る根抵当権（極度額の総額2,000百万円）が設定されており、当連
結会計年度末現在、総額105百万円の銀行借入を行っております。

（保証債務）
連結子会社は次の法人について金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

学校法人たかの友梨学園 10 百万円
計 10
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（連結損益計算書に関する注記）
（減損損失）

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
当連結会計年度（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

場所 用途 種類 減損損失額

ミュゼプラチナム
（神奈川県川崎市、他） 美容脱毛サロン 建物及び構築物

器具備品
42百万円
1百万円

コロリー
（東京都武蔵野市） 美容脱毛サロン 建物及び構築物 7百万円

たかの友梨ビューティークリニック
青山本店（東京都港区）

エステティック
サロン 建物及び構築物 26百万円

（注）資産のグルーピングは、継続的な収支の把握を行っていることから、ミュゼプラチナムにおいては
ブランドを、不二ビューティにおいては店舗を、グルーピングの最小単位といたしました。そして、
営業損益が継続的にマイナスであるブランド又は店舗、並びに閉鎖の意思決定をした店舗等に係る
資産を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（特別損失）に計上いたしました。

なお、回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却価額は処分見
込等の合理的な見積により評価し、使用価値については、将来キャッシュ・フローに基づき算定い
たしましたが、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスのため、回収可能価額をゼロとして評価
しております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 16,926,560株 2,404,000株 － 19,330,560株

（注）普通株式の発行済株式の変動の内、増加株式数2,404,000株は平成30年２月13日付株式交換契約の
効力発生に伴う新株式発行によるものであります。

２．自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 5,600株 164,000株 169,000株 600株

（注）自己株式の変動の内、増加株式数164,000株は平成28年９月９日付取締役会決議に基づく自己株式
の市場買付によるもの、減少株式数169,000株は平成30年２月13日付株式交換契約の効力発生に伴
う交付株式の一部として充当したことによるものであります。

３．剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

４．当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

⑴　金融商品に対する取組方針
資金運用については預金等の元本保証若しくはそれに準じる安全性の高い金融資産で行い、資金調達に

ついては主に銀行借入しております。当連結会計年度において、デリバティブ取引は行っておりません。
⑵　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金、未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスク
に関しては、各社の管理部門が取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、回収遅延債権については、営
業部門と連携し、速やかに適切な対応を行う体制としております。

貸付金については、貸付先の信用リスクに晒されておりますが、信用リスクについては貸付先の状況を
定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

営業債務である買掛金及び未払金は、原則として1か月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒され
ております。当該リスクに関しては、月次に資金繰り計画を作成、更新するとともに手許流動性の維持等
により管理しています。

預り金は、そのほとんどが１年内の支払期日であります。前受金は、営業上の取引による前受であり、
将来売上として見込まれるものであります。借入金は主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的と
したものであります。

２．金融商品の時価等に関する事項
平成30年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。詳細につき
ましては、「(注)２.」をご参照ください。

連結貸借対照表計上額
（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

⑴　現金及び預金 5,531 5,531 －

⑵　受取手形及び売掛金 11,973 －

貸倒引当金 △539 －

11,433 11,433 －

⑶　未収入金 7,196 7,196 －

⑷　短期貸付金 551 551 －

⑸　長期貸付金 952 922 △30

資産計 25,666 25,635 △30

⑴　支払手形及び買掛金 1,865 1,865 －

⑵　短期借入金 623 623 －

⑶　未払金 3,076 3,076 －

⑷　未払法人税等 55 55 －

⑸　預り金 1,840 1,840 －

⑹　前受金 39,379 39,379 －

⑺　長期借入金（※） 411 402 △9

負債計 47,252 47,243 △9
（※）長期借入金には１年内返済長期借入金を含んでおります。

－ 11 －



（注）１.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項は、次のとおりであります。
資　産
⑴　現金及び預金、⑶　未収入金、⑷　短期貸付金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。

⑵　受取手形及び売掛金
貸倒実績率等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、連結決算日における連結貸借対照表計上額

から現在の貸倒引当金を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
⑸　長期貸付金

元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定
しております。

負　債
⑴　支払手形及び買掛金、⑵　短期借入金、⑶　未払金、⑷　未払法人税等、
⑸　預り金、⑹　前受金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。

⑺　長期借入金
元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定

しております。

２.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
連結貸借対照表計上額（百万円）

①投資有価証券

非上場株式 1,580

非上場外国株式 52

②関係会社株式

子会社株式 58

合計 1,690
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把

握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

３.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
１年以内

（百万円）
１年超５年以内

（百万円）
５年超10年以内

（百万円）
10年超

（百万円）

現金及び預金 5,531 － － －

受取手形及び売掛金 11,973 － － －

未収入金 7,196 － － －

短期貸付金 551 － － －

長期貸付金 － 546 330 75

合計 25,253 546 330 75
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４.借入金の連結決算日後の返済予定額は、次のとおりであります。
１年以内

（百万円）
１年超５年以内

（百万円）
５年超10年以内

（百万円）
10年超

（百万円）

短期借入金 623 － － －

長期借入金（※） 194 207 8 －

合計 818 207 8 －
（※）長期借入金には１年内返済長期借入金を含んでおります。

（賃貸等不動産に関する注記）
該当事項はありません。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 632円44銭
２．１株当たり当期純利益 18円54銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
資産除去債務に関する注記

当社及び連結子会社は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を資産除去債
務として認識しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

なお、当連結会計年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金及
び保証金の内、回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当連結会計年度の負担に属す
る金額を費用計上し、同額の敷金及び保証金を減額する方法によっております。
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株主資本等変動計算書

（平成29年 4 月 1 日から
平成30年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資 本 準 備 金 そ の 他 資 本
剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計

そ の 他 利 益
剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,678 4,750 1,843 6,593 △283 △283
当 期 変 動 額

株式交換による
増 加 1,206 1,206
欠 損 填 補 △283 △283 283 283
当 期 純 利 益 273 273
自己株式の取得
株主資本以外の
項目の当期中の
変 動 額
（ 純 額 ）

当期変動額合計 － 1,206 △283 922 556 556
当 期 末 残 高 1,678 5,956 1,560 7,516 273 273

自己株式 株主資本合計
評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △5 7,984 0 0 7,984
当 期 変 動 額

株式交換による
増 加 103 1,309 1,309
欠 損 填 補 － －
当 期 純 利 益 273 273
自己株式の取得 △98 △98 △98
株主資本以外の
項目の当期中の
変 動 額
（ 純 額 ）

△0 △0 △0

当期変動額合計 4 1,484 △0 △0 1,484
当 期 末 残 高 △0 9,468 0 0 9,468
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項）

１．有価証券の評価基準及び評価方法
①　子会社及び関連会社株式……移動平均法による原価法
②　その他有価証券

時価のないもの……………移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。

３．固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産…………………定率法によっております。ただし、平成28年４月１日以降に取得した建物

附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な
耐用年数は以下のとおりであります。

建物  5 ～14年
工具器具及び備品  4 年

②　無形固定資産
ソフトウェア　……………自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基

づく定額法によっております。

４．引当金の計上基準
①　貸倒引当金……………………売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上することとしております。

②　退職給付引当金………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見
込額に基づき計上しております。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
①　消費税等の会計処理…………消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消

費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
②　連結納税制度の適用…………連結納税制度を適用しております。

（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 6百万円
２．関係会社に対する金銭債権及び債務 短期金銭債権 2,307百万円

短期金銭債務 6,104百万円
長期金銭債務 4百万円
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（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

営業取引による取引高（収入分） 442百万円
営業取引による取引高（支出分） 21百万円
営業取引以外の取引による取引高（収入分） 70百万円
営業取引以外の取引による取引高（支出分） 67百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末日における自己株式の種類及び数

普通株式　　　　　　　　　　　　　 600株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）
第22期（平成30年３月31日）

（繰延税金資産）
退職給付に係る負債 1
貸倒引当金 48
関係会社株式評価損 61
資産除去債務 2
繰越欠損金 254
その他 1

繰延税金資産小計 371
評価性引当額 △247
繰延税金資産合計 123

（繰延税金負債）
資産除去債務に対応する除去費用 △1
その他有価証券差額金 △0

繰延税金負債合計 △1
繰延税金資産の純額 121

（注）当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の次の項目に含まれております。
第22期（平成30年３月31日）

流動資産－繰延税金資産 5
固定資産－繰延税金資産 117
固定負債－繰延税金負債 △0
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（リースにより使用する固定資産に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

属 性 会 社 等 の 名 称
議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合 ( ％ )

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容

取 引 金 額
(百万円)
（注3）

科 目 期 末 残 高
(百万円

子会社 株式会社ミュゼプラチナム
（所有）

直接
100.0

経営指導
役員の兼任
従業員の受入
資金の貸付

経営指導料の受取
（注１） 98 売掛金 8

配当金の受取 200 － －
資金の貸付
（注２） 665

－ －
資金の回収 665

子会社 株式会社不二ビューティ
（所有）

直接
100.0

経営指導
役員の派遣・兼任
資金の借入・貸付
事務所の賃借

経営指導料の受取
（注１） 60 － －
資金の貸付
（注２） 760 関係会社

短期貸付金 100
資金の回収 660
資金の借入
（注２） － 関係会社

短期借入金 5,901
借入金利息の支払
（注２） 66 その他流動負債 71

子会社 株式会社ラブリークィーン
（所有）

直接
100.0

経営指導
役員の兼任
資金の貸付

資金の貸付
（注２） 209 関係会社

短期貸付金 209

子会社 株式会社リーガルビジョン
（所有）

直接
100.0

経営指導
役員の兼任
資金の貸付

資金の貸付
（注２） － 関係会社

短期貸付金 1,663
貸付金利息の受取
（注２） 50 その他流動資産 39

（注）取引条件及び取引条件の決定方法
１．取引条件は、市場価格等を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。
２．資金の貸付及び資金の借入については、市場金利を勘案して金利を決定しております。
３．取引金額には消費税等は含まれておりません。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 489円86銭
２．１株当たり当期純利益 15円95銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
資産除去債務に関する注記

当社は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識し
ておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

なお、当事業年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金及び保
証金の内、回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を
費用計上し、同額の敷金及び保証金を減額する方法によっております。
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